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マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
規
制
と
弁
護
士
業
務

海
外
情
勢

国際刑事立法対策委員会委員　近藤　広明（第一東京弁護士会）

国
際
刑
事
立
法
対
策
委
員
会
事
務
局
長
　
片
山
　
達

（
第
二
東
京
弁
護
士
会
）

　
2
0
1
1
年
10
月
24
日
か
ら
28
日
ま
で
、
モ

ロ
ッ
コ
の
マ
ラ
ケ
シ
ュ
に
お
い
て
、
第
4
回
国

連
腐
敗
防
止
条
約
締
結
国
会
議
が
開
催
さ
れ
、

当
職
が
日
弁
連
代
表
の
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て

参
加
し
た
。
日
弁
連
が
国
連
犯
罪
防
止
刑
事
司

法
部
（
U 

N
O
D
C
）
の
招
待
を
受
け
て
の
も

の
で
、
日
弁
連
と
し
て
は
二
度
目
の
参
加
で
あ

る
（
前
回
は
崔
信
義
会
員
が
参
加
）。

　「
国
連
腐
敗
防
止
条
約
」と
は
、
公
務
員
の
汚

職（
贈
賄
）に
対
し
国
際
的
に
対
処
す
る
た
め
の

国
連
条
約
で
あ
り
、
外
国
公
務
員
に
対
す
る
贈

賄
行
為
を
違
法
と
し
て
処
罰
す
る
と
と
も
に
、

罰
金
・
没
収
等
に
よ
り
汚
職
に
よ
る
不
正
収
益

の
剥
奪
を
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
同
条
約
の
成
立
の
発
端
は
1
9
7
6
年
の
米

国
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
で
あ
り
、
米
国
で
商
業
目

的
の
海
外
贈
賄
行
為
を
禁
ず
る「
海
外
腐
敗
行

為
防
止
法
」（
F
C
P
A
）の
制
定
で
あ
る
。
そ

の
後
O
E
C
D
理
事
会
で
、
米
国
の
「
F 

C

P 

A
を
国
際
標
準
に
」
と
い
う
主
張
が
受
容
さ

れ
、
ま
ず
、
1
9
9
7
年「
O
E
C
D
条
約
」（
国

際
商
取
引
に
お
け
る
外
国
公
務
員
に
対
す
る
贈

賄
の
防
止
に
関
す
る
条
約
）
が
成
立
、
日
本
を

含
む
33
か
国
が
調
印
、
1
9
9
9
年
2
月
に
発

効
し
た
。
同
条
約
の
主
な
内
容
は
、「
①
外
国

公
務
員
に
対
す
る
賄
賂
を
処
罰
、
②
国
内
に
お

け
る
贈
賄
行
為
を
対
象
、
③
個
人
・
法
人
を
別

個
に
処
罰
、
④
犯
罪
者
引
き
渡
し
、
⑤
没
収
、

マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
対
策
、
⑥
条
約
各
締
結

国
の
執
行
状
況
の
監
視
」
で
あ
る
。

　
日
本
に
お
け
る
O
E
C
D
条
約
の
国
内
実
施

措
置（
国
内
法
化
）は
、
①
日
本
刑
法
で
は
個
人

処
罰
を
原
則
と
し
て
お
り
法
人
処
罰
は
例
外
で

あ
る
こ
と
、
②
刑
法
の
賄
賂
罪
の
保
護
法
益
と

の
整
合
性
な
ど
か
ら
、
1
9
9
8
年
に
不
正
競

争
防
止
法
11
条
改
正
（
外
国
公
務
員
贈
賄
罪
）

と
し
て
対
応
し
た
。
し
か
し
、
O
E
C
D
の

「
フ
ェ
ー
ズ
審
査
」に
お
い
て
問
題
点
が
指
摘

さ
れ
る
た
び
に
同
法
が
度
々
改
正
さ
れ
、
①
管

轄
に
属
人
主
義
規
定
を
加
え（
2
0
0
4
年
）、

②
個
人
の
法
定
刑
を
「
5
年
以
下
の
懲
役
も
し

く
は
5
0
0
万
円
以
下
の
罰
金
」
に
強
化
し

（
2
0
0
5
年
）、
③
法
人
の
公
訴
時
効
を
5
年

と
延
長
し
、
④
税
法
上
、「
賄
賂
を
損
金
算
入

し
な
い
措
置
」
を
導
入（
2
0
0
7
年
）し
た
。

　
他
方
、
2
0
0
5
年
に
国
連
で
更
に
腐
敗
防

止
条
約
が
発
効
、
日
本
を
含
め
1
4
0
か
国
で

署
名
し
た
が
、
日
本
の
国
会
で
の
批
准
は
さ
れ

て
い
な
い
。
国
内
担
保
法
等
が
継
続
審
議
中
の

た
め
で
あ
る
。

　
国
連
腐
敗
防
止
条
約
は
8
章
・
71
条
か
ら
な

る
。
民
主
主
義
を
危
う
く
す
る
腐
敗
の
防
止
に

は
国
際
協
力
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
諸

措
置
と
し
て
、
①
O
D
A
事
業
の
公
正
透
明
化
、

賄
賂
等
不
正
収
益
の
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
対

策
、
②
自
国
及
び
外
国
公
務
員
等
の
贈
収
賄
行

為
の
犯
罪
化
、
③
犯
罪
収
益
の
没
収
や
追
跡
、

凍
結
、
押
収
の
た
め
の
必
要
な
措
置
、
④
司
法

妨
害
罪
・
証
人
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
⑤
締
結
国

間
で
の
相
互
協
力
、
⑥
犯
人
が
訴
追
で
き
な
い

場
合
も
有
罪
判
決
な
し
に
犯
罪
収
益
の
没
収
が

で
き
る
仕
組
み
作
り
、
⑦
腐
敗
に
関
す
る
情
報

収
集
、
交
換
、
技
術
援
助
、
な
ど
が
定
め
ら
れ

て
い
る
。

　
日
本
大
手
企
業
の
摘
発
例
は
、
脱
税
、
外
為

法
違
反
か
ら
の
発
覚
、
他
国
で
の
賄
賂
罪
処
罰

を
含
め
れ
ば
、
三
井
物
産（
2
0
0
1
年
中
国
、

モ
ン
ゴ
ル
）、
九
電
工（
2
0
0
7
年
フ
ィ
リ
ピ

ン
）、
山
田
洋
行（
2
0
0
7
年
米
国
）、
P
I
C

（
2
0
0
8
年
ベ
ト
ナ
ム
）、
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン

（
2
0
0
8
年
中
南
米
等
）、
西
松
建
設

（
2
0
0
8
年
タ
イ
）、
日
揮（
2
0
1
0
年
ナ
イ

ジ
ェ
リ
ア
）
等
少
な
く
な
い
。

　
今
回
の
第
4
回
会
議
は
全
体
会
議
と
分
科
会

が
平
行
審
理
、
全
体
会
で
は
各
国
の
国
内
法
状

況
（
こ
れ
ま
で
の
取
組
み
と
今
後
の
提
言
）
に

つ
い
て
1
国
7
分
の
持
ち
時
間
で
連
日
発
表
さ

れ
た
。こ
れ
以
外
で
は「
ア
セ
ッ
ト
リ
カ
バ
リ
ー

（
不
正
収
益
の
回
復
）」
問
題
の
討
議
が
あ
っ
た
。

し
か
し
国
際
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
確
立
の
困
難
性

や
銀
行
の
守
秘
義
務
が
あ
る
こ
と
、「
不
正
収

益
」の
認
定
が
裁
判
前
に
行
わ
れ
受
益
者
に「
挙

証
責
任
の
転
換
」が
あ
る
こ
と
の
問
題
が
あ
り
、

日
本
に
取
り
込
む
の
は
容
易
で
な
い
。

　
む
し
ろ
日
本
企
業
の
直
面
す
る
問
題
は
、
英

米
贈
賄
法
に
よ
る
日
本
企
業
へ
の
「
域
外
適

用
」で
あ
る
。
裁
判
管
轄
の
衝
突
問
題
に
加
え
、

通
商
戦
術
の
手
段
と
さ
れ
て
い
る
ふ
し
も
あ
り
、

注
意
が
必
要
で
あ
る
。 
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カ
ナ
ダ
で
は
、
疑
わ
し
い
取
引
の
通

報
義
務
を
含
む
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ

規
制
を
弁
護
士
に
適
用
す
る
法
令
が
制

定
さ
れ
た
。
弁
護
士
会
は
、
こ
の
法
令

が
憲
法
に
違
反
す
る
と
し
て
訴
え
を
提

起
し
、
2
0
0
2
年
、
疑
わ
し
い
取
引

の
通
報
義
務
は
違
憲
と
の
仮
処
分
決
定

が
下
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
弁
護

士
は
通
報
義
務
か
ら
除
外
さ
れ
た
が
、

そ
れ
以
外
の
義
務
を
法
令
で
課
す
る
こ

と
の
適
否
に
つ
い
て
、
足
掛
け
10
年
の

訴
訟
が
続
い
て
い
る
。
こ
の
間
、
弁
護

士
会
は
、
日
弁
連
と
同
様
に
、
弁
護
士

に
依
頼
者
の
身
元
確
認
を
義
務
付
け
る

規
則
を
制
定
し
、
実
施
し
て
い
る
。
ま

た
、
ノ
ー
キ
ャ
ッ
シ
ュ
ル
ー
ル
と
い
っ

て
、
弁
護
士
が
現
金
の
授
受
を
行
う
こ

と
を
禁
止
し
、
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ

に
巻
き
込
ま
れ
な
い
よ
う
未
然
に
防
止

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
弁
護
士
会

は
自
主
ル
ー
ル
を
実
践
し
、
裁
判
で
は

政
府
に
よ
る
規
制
は
不
要
と
主
張
し
て

き
た
。

　
本
年
9
月
27
日
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

・
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
に
お
い
て
第
一
審
判

決
が
あ
っ
た
。３
判
決
は
、
弁
護
士
会

規
則
を
有
効
と
し
、
法
令
に
よ
る
規
制

か
ら
弁
護
士
を
除
外
す
べ
き
と
判
断
し

た
。
弁
護
士
会
と
政
府
は
、
同
州
の
裁

判
の
結
果
を
、
全
カ
ナ
ダ
に
適
用
す
る

こ
と
を
事
前
に
合
意
し
て
い
る
。
政
府

が
本
判
決
を
不
服
と
し
て
控
訴
し
た
た

め
、
判
決
が
確
定
す
る
ま
で
し
ば
ら
く

待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国連腐敗防止条約会議（モロッコ）第4回

イ
ギ
リ
ス
で
弁
護
士
が
懲
役
6
月
の
有
罪
判
決

―
弁
護
士
が
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
に
巻
き
込
ま
れ
る
リ
ス
ク

カ
ナ
ダ
で
は
政
府
を
相
手
と
し
て
憲
法
裁
判

―
第
一
審
判
決
で
弁
護
士
会
が
勝
訴

　
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
弁
護
士
に
は
疑
わ

し
い
取
引
の
通
報
義
務
が
課
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
義
務
を
怠
っ
た
た
め
、
弁
護

士
が
懲
役
6
月
の
有
罪
判
決
を
受
け
た

事
例
が
あ
る
。１
2
0
1
1
年
11
月
2
日
、

ド
バ
イ
で
開
催
さ
れ
た
国
際
法
曹
協
会

（
I
B
A
）の
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、

こ
の
事
例
を
取
り
上
げ
、
弁
護
士
が
ど

の
よ
う
に
行
動
す
べ
き
だ
っ
た
の
か
、

討
論
し
た
。２
我
々
の
業
務
が
マ
ネ
ー

ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
に
晒
さ
れ
る
リ
ス
ク
を

知
る
上
で
、
参
考
に
な
る
。

　
当
該
弁
護
士
の
依
頼
者
は
不
動
産
仲

介
業
者
だ
っ
た
。
弁
護
士
は
継
続
的
に

当
該
依
頼
者
の
た
め
に
不
動
産
売
買
の

法
律
事
務
を
取
り
扱
っ
て
い
た
。
依
頼

者
は
、
あ
る
不
動
産
所
有
者
か
ら
仲
介

の
委
託
を
受
け
、
売
却
取
引
を
成
立
さ

せ
よ
う
と
し
た
。
価
格
は
相
場
よ
り
も

安
か
っ
た
。
弁
護
士
が
売
主
の
名
前
を

尋
ね
る
と
、
麻
薬
取
引
の
疑
い
で
訴
追

さ
れ
た
と
地
元
の
新
聞
で
報
道
さ
れ
た

人
物
。
当
局
が
当
該
不
動
産
に
対
し
て

没
収
手
続
を
準
備
中
と
の
情
報
を
入
手

し
、
没
収
を
避
け
る
た
め
売
却
を
急
い

で
い
る
と
の
説
明
で
あ
っ
た
。
弁
護
士

は
、
当
該
不
動
産
が
麻
薬
売
買
の
収
益

に
よ
っ
て
購
入
し
た
も
の
で
あ
る
場
合

は
、
犯
罪
収
益
の
移
転
に
な
る
か
ら
受

任
で
き
な
い
と
ア
ド
バ
イ
ス
し
た
が
、

売
主
は
、
合
法
的
な
事
業
に
よ
っ
て
得

た
資
金
で
当
該
不
動
産
を
購
入
し
た
と

の
宣
誓
書
を
弁
護
士
に
提
出
し
た
。弁

護
士
は
、
こ
の
宣
誓
書
に
依
拠
し
て
取

引
を
成
立
さ
せ
た
。

　
日
本
の
弁
護
士
は
、
イ
ギ
リ
ス
と

違
っ
て
疑
わ
し
い
取
引
の
通
報
義
務
を

負
わ
な
い
。
し
か
し
、
日
本
の
弁
護
士

が
同
じ
よ
う
に
行
動
し
た
ら
、
や
は
り

法
的
リ
ス
ク
を
抱
え
た
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
。
日
本
で
同
様
の
事
態
に
遭
遇

し
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
論
点
が
あ
る
か
、

検
討
し
て
み
よ
う
。

　
第
1
に
、
不
動
産
仲
介
業
者
は
、
犯

罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る

法
律
の
特
定
事
業
者
に
該
当
し（
同
法

2
条
2
項
39
号
）、日
本
で
も
疑
わ
し
い

取
引
の
通
報
義
務
が
あ
る（
同
法
8
条
）。

弁
護
士
は
、
依
頼
者
に
法
律
を
遵
守
さ

せ
る
観
点
か
ら
、
通
報
す
べ
き
と
助
言

す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
2
に
、
没
収
を
避
け
る
た
め
資
産

を
処
分
す
る
行
為
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
は

司
法
妨
害
罪
を
構
成
す
る
余
地
が
あ
る

と
の
こ
と
で
あ
る
。
日
本
に
司
法
妨
害

罪
に
対
応
す
る
構
成
要
件
は
存
在
し
な

い
が
、
事
情
次
第
で
は
弁
護
士
も
犯
罪

収
益
隠
匿
罪
な
ど
他
の
刑
事
罰
に
抵
触

す
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
第
3
に
、
日
弁
連「
依
頼
者
の
身
元

確
認
及
び
記
録
保
存
等
に
関
す
る
規

程
」4
条
は
、
弁
護
士
が
法
律
事
務
の

依
頼
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ

の
依
頼
の
目
的
が
犯
罪
収
益
の
移
転
に

関
わ
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
、
慎
重
に

検
討
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
本
人

の
宣
誓
書
に
依
拠
し
た
だ
け
で「
慎
重

な
検
討
」と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
懲
戒

処
分
の
対
象
と
な
る
リ
ス
ク
も
存
す
る
。
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